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主 要 判 決 紹 介 ・ 解 説
≪知的財産高等裁判所（大合議）≫

損害賠償請求控訴事件
（皮下組織および皮下脂肪組織増加促進用組成物－医師が、被施術者から採取した血液を原材料とする豊胸手術
用混合薬剤を製造した行為が、豊胸用組成物に関する特許発明の実施に当たるとされた事例）［上］（全２回）

−令和５年（ネ）第10040号、令和７年３月19日判決言渡（原審　令和５年（ワ）第5905号）−

事案の概要

本件は、発明の名称を「皮下組織および皮下脂肪組織増加促進用組成物」とする本件特許（特許第
5186050号）の特許権者である控訴人（一審原告）が、豊胸手術等の美容医療サービスを提供していた医
師である被控訴人（一審被告）が製造した血液豊胸を行うための薬剤が、本件発明（請求項１を引用する
請求項４に記載の発明）の技術的範囲に属するとして、民法709条及び特許法102条２項又は３項に基づき、
被告に対して損害賠償金および遅延損害金を請求する事案である。
本件特許の請求項１及び４の記載は次のとおりである。

三 好 内 外 国 特 許 事 務 所
東京 虎ノ門　　京都　　　所員数　約180名　　在籍弁理士　50名　　　www.miyoshipat.co.jp

情報社会の魁となるスマート知財を開発します
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